
Ⅳ 個別の教育支援計画と個別の指導計画 

 

１ 個別の教育支援計画と個別の指導計画の作成・活用 

個別の教育支援計画及び個別の指導計画は、障害のある幼児児童生徒一人一人に対するきめ細やかな支援を、組織的・

継続的かつ計画的に行うために重要な役割を担っている。そして、この２つの計画は、作成の目的や観点が異なる計画

と言える。 

  教育を取り巻く家庭や福祉、医療、保健、労働などの様々な支援内容を含め、就労までを見据えた一貫した支援につ

いて記述された個別の教育支援計画を踏まえて、具体的で適切な個別の指導計画が作成される。 

平成29年３月告示の小学校・中学校学習指導要領総則において、特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級による指

導を受ける児童生徒に対する指導や支援が、組織的・継続的に行われるよう個別の教育支援計画や個別の指導計画を全

員に作成することとなった。また、通常の学級に在籍し、通級による指導を受けていない障害のある児童生徒の指導に

当たっては個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成と活用に努めるとされている。児童生徒一人一人の教育的ニー

ズに応じたきめ細やかな指導を行うためにも、作成と積極的な活用が必要である。 

（１）  「個別の教育支援計画」と「個別の指導計画」との違い  

個別の教育支援計画は、在学中のみならず、乳幼児期から学校卒業後までを見通した視点を持って作成され、教育、

福祉、医療、保健、労働等の関係機関が連携協力して支援するためのツールとなるものである。 

これに対して、個別の指導計画は、学校の教育課程において、児童生徒一人一人の障害の状態等に応じたきめ細や

かな指導が行えるよう、指導目標や指導内容・方法等を具体的に表した指導計画である。 

 

２ 個別の教育支援計画  

（１）  個別の教育支援計画とは  

個別の教育支援計画とは、障害のある幼児児童生徒の一人一人を関係機関（教育、福祉、医療、保健、労働等）が

連携して効果的な支援を行うとともに、乳幼児期から学校卒業後までを通じて、一貫した的確な教育的支援を行うた

めの計画である。つまり、関係者が、本人や保護者の願いや目標、支援内容、支援方法などの情報を共有したり役割

分担したりして適切な支援をしていくためのツールである。  

平成21年３月告示の特別支援学校学習指導要領により、特別支援学校において、個別の教育支援計画を作成するこ

とが義務付けられた。幼稚園、小・中学校においては、平成20年３月告示の教育要領や学習指導要領において、家庭

や医療、福祉等の業務を行う関係機関と連携した支援のための計画を個別に作成することなどにより、個々の幼児児

童生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を行うことが規定された。また、小・中学校においては、

平成29年３月告示の学習指導要領により、特別支援学級に在籍する児童生徒や通級による指導を受ける児童生徒につ

いては、個々の児童生徒の実態を的確に把握し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用する

ものとされた。 

本県では、様式について、地域の特別支援教育連携協議会等で検討の上、市町村ごとに定めることとしている。 

早期に作成することが望ましいが、いつ作成するのか、決まった時期はない。高等学校段階で必要性が生じ作成す

る場合もある。  

平成28年４月から施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が令和６

年４月１日に改正され、国公立学校及び私立学校等においても「合理的配慮の不提供の禁止」について法的義務が課

せられている。  

また、平成24年７月の中央教育審議会初等中等教育分科会報告の中には、「『合理的配慮』について可能な限り合

意形成を図った上で決定し、提供されるのが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記することが望ましい。

また、個別の指導計画にも活用されることが望ましい。」と記載されている。  

障害のある幼児児童生徒への支援において、個別の教育支援計画の作成・活用は、必須事項であり、どのような支

援を、どれだけ受けているのか、その支援の理由や見通し等を、保護者と共通理解をしながら、対象となる幼児児童

生徒への支援を進めていくことが大切である。  



（２）  個別の教育支援計画の作成  

① 作成の目的  

個別の教育支援計画は、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを的確に把握し、教育の視点から適切に 

対応していくという考えの下、長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行 

うことを目的とする。また、この教育的支援は、教育のみならず、福祉、医療、保健、労働等の様々な側面からの取 

組が必要であり、関係機関、関係部局の密接な連携協力を確保することが不可欠である。  

② 対象  

 ・特別支援学級に在籍する児童生徒及び通級による指導を受ける児童生徒。 

・通常の学級に在籍する発達障害及び障害のある全ての幼児児童生徒のうち、個別の教育支援計画を作成する必要が 

ある幼児児童生徒。（発達障害等の診断をされていなくとも、障害による学習上又は生活上の困難を克服するため

に、特別な教育的支援を必要とすると思われる者も対象とする。）  

③ 内容（例）  

・本人のプロフィール               ・本人、保護者の願いや要望 

・幼児児童生徒の特別な教育的ニーズの内容     ・適切な支援の目標 

・本人、保護者、学校で合意形成された合理的配慮の内容とその時期 

・教育的支援を行う者や機関の支援内容とその時期  ・評価の実施時期、改訂・引継ぎの内容 など  

※個別の教育支援計画の作成・活用・評価の詳細については、「資料編 気づきから支援へ・個別の教育支援計画作

成例」を参照のこと。 

（３）  保護者及び関係機関との連携  

① 保護者との連携  

個別の教育支援計画の内容が充実したものになり、有効に活用されていくためには、幼児児童生徒についての情報 

がどれだけ集められているのかが大きな意味をもつ。そのため、支援者の中で一番身近な保護者が、的確な情報や教 

育的ニーズを提供し、積極的に作成等に参画していくことは大切なことである。  

保護者は、作成・実施・評価・改訂の全てに参画することになるが、実際にどのように連携していくかは、学校側 

と保護者が話し合って検討していくことになる。また、学校や関係機関は、保護者が適切な判断ができるよう、適切 

な情報を提供する必要がある。  

② 関係機関との連携  

地域の市町村福祉課、福祉施設、NPO法人、中核地域生活支援センター等様々な支援機関と連携して、学校が個別の 

教育支援計画を作成する過程で、幼児児童生徒を中心としたネットワークができていく。  

また、個別の教育支援計画は、就学中に学校関係者を中心に作成されるが、就学前には福祉、医療関係者が、卒業 

後は福祉、労働関係機関等が中心となって個別の支援計画を作成することが考えられる。生涯にわたって一貫した支 

援を受けられることを目的に作成されるとすれば、ライフステージごとの支援機関の連携が円滑に行われるよう、さ 

らに関係機関のネットワークが必要である。なお、様式については、地域の特別支援連携協議会等で、地域の実態に 

応じたものを作成・協議している。 

発達障害をはじめ障害のある幼児児童生徒への支援に当たっては、行政分野を超えた切れ目ない連携が不可欠であ

り、一層の推進が求められている。特に、教育と福祉の連携については、学校と児童発達支援事業所、放課後等デイ

サービス事業所等との相互理解の促進や、保護者も含めた情報の共有が必要となってくる。各自治体の教育委員会や

福祉部局が主導し、支援が必要な幼児児童生徒やその保護者が乳幼児期から学齢期、社会参加に至るまで、地域の切

れ目ない支援が受けられるよう、家庭と教育と福祉のより一層の連携を推進するための方策を検討するため、文部科

学省と厚生労働省の両省により、家庭と教育と福祉の連携「トライアングル」プロジェクトを発足させた。 

 ③ 進学先等への引継ぎ 

長期的な視点で乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支援を行うために、進学先等へ引き継 

いでいくことが必要である。 

 

 



・長期、短期目標と指導の手だての改善 

・保護者、担任との共通理解 

・保護者、担任とともに指導の評価 

・校内委員会での評価

・通級による指導と通常の学級での個別的な配慮・支援 

・積極的な情報の交換・指導方法の工夫

・重点課題、優先内容の選定 

・長期、短期目標の設定と指導の手だての決定 

・通級による指導と通常の学級との指導の一体化 

・学習や行動等の背景を探る 

・必要な支援と手だての検討 

・本人、保護者との共通理解、合理的配慮の合意形成 

・校内委員会で検討 

・本人、保護者のニーズを把握 

・専門的な立場からの助言や諸検査の必要性の検討、実施 

・保護者からの相談、合理的配慮の申し出 

・特別支援教育コーディネーターを中心に記録等をもとに情報交換し、学習や行動

の特徴をつかむ 

３ 個別の指導計画 

（１）  個別の指導計画とは 

個別の指導計画とは、学校の教育課程において、障害のある幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細

やかな指導が行えるよう、指導目標や指導内容・方法等を具体的に表した指導計画である。  

平成11年３月告示の盲学校、聾学校及び養護学校の学習指導要領において、重複障害者の指導と自立活動に当たり

指導計画を作成することが義務付けられた。 

平成21年３月告示の特別支援学校学習指導要領において、各教科等の指導に当たって、個々の幼児児童生徒の実態

を的確に把握し、個別の指導計画を作成することが規定された。これにより、全ての特別支援学校において、在籍す

る全ての幼児児童生徒に対して個別の指導計画を作成することが義務付けられた。また、幼稚園、小・中学校につい

て、平成20年３月告示の教育要領や学習指導要領において、指導についての計画等を個別に作成することなどにより、

個々の幼児児童生徒の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を、計画的、組織的に行うことが規定された。

幼稚園、小・中学校においても、個別の指導計画を作成するなど、一人一人に応じた教育を進めることが求められた。 

（２） 個別の指導計画の作成 ・活用 

  ○作成手順（気づきから指導・評価へ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別の指導計画は、作成した後、実施、評価していくことが大切である。 

詳細については、「第３章 障害のある児童生徒の理解と指導の実際」、「資料編 個別の指導計画活用例」を参照の

こと。 

 

４ 各計画の見直しと取り扱い 

（１）  各計画の見直し 

   個別の教育支援計画や個別の指導計画は、あくまでも幼児児童生徒の支援や指導に関する関係機関との連携のため

のツールであり、作成すること自体が目的ではなく、そのため、支援の実施状況については、校内委員会等において
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定期的に見直しを図り、随時加筆・修正を行うことが大切である。 

その際には、記録を基に目標の達成状況につながった支援内容及び妥当性などについて検証を行い、関係機関にお

ける具体的な指導・支援内容の改善等を検討する。 

（２）  取り扱い 

   作成された各計画の内容は、多くの個人情報を含むため、本人や保護者の同意なく、第三者に提供することはでき

ない。そのため、活用や管理には十分な注意が必要である。各計画を基に関係機関等と連携をとる際には、保護者や

場合によっては本人とも話し合い、どのような内容をどの範囲まで伝えるかについて共通理解を図った上で進める配

慮も必要となる。また、各計画に記載された個人情報の漏洩や紛失がないように、あらかじめ保管場所、保存期間等

も決めておく必要がある。 

 

５ 各計画の保存及び管理 

個別の教育支援計画及び個別の指導計画は、その目的や活用する方法に違いがあることに留意し、相互の関連性を図

ることが重要である。これらの計画に記載された個人情報が漏洩したり、紛失したりすることがないよう、学校内にお

ける個人情報の管理の責任者である校長が適切に保存・管理する。また、条例や法人の各種規定に基づき適切に保存さ

れているものであるが、指導要録の指導に関する記録の保存期間を参考とし、５年間保存されることが文書管理上望ま

しいと考える。転学や卒業等で学校が変更になる際には、原本を保護者へ渡し、学校は写しを保存する。 
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＜参 考＞ 

○ライフサポートファイル  

  障害のある子どもについて、ライフステージごとに支援の担い手が変わりやすい移行期においても一貫した支援が

継続されるよう、家族や関係機関が共に関わることのできる情報伝達ツールとして、本人に関する様々な支援内容を

記録し、関係機関等の支援計画を一冊にまとめたファイル。ファイルの作成は、家庭が中心となって行う。各自治体

で様式を作成しており、「ライフサポートファイル」「相談支援ファイル」など、呼び方は地域によって異なる。 

  「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」をファイルに綴じるなどして、支援に関する情報の連携や接続に役立

てることができる。 


